
議案第４６号 

 

 

西毛総合運動公園陸上競技場改修工事に係る工事請負契約の変更契約締 

結について 

 

 

 西毛総合運動公園陸上競技場改修工事について、一部の設計変更に伴い、変 

更契約の締結を行う必要が生じたことから、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第９６条第１項第５号及び安中市条例「議会の議決に付すべき契約及 

び財産の取得又は処分に関する条例」第２条の規定により、議会の議決を求め 

る。 

 

  令和８年６月５日提出 

 

安中市長 岩 井  均   

 

記 

 

１ 変更事由 

工事内容の変更による契約金額の変更 

 

２ 変更内容 

   変更前契約金額 

金８１６，２００，０００円 

（うち消費税および地方消費税額７４，２００，０００円） 

    変更後契約金額 

        金８１０，８１０，０００円 

        （うち消費税および地方消費税額７３，７００，０００円） 

 



建 設 工 事 請 負 変 更 仮 契 約 書  

 

1 工 事 名    西毛総合運動公園陸上競技場改修工事 

 

2 工 事 場 所    安中市中宿283番地4 

 

3 変更後工期          令和 ６年 ９月２０日から 

令和 ８年 ７月３１日まで 

変更前工期          令和 ６年 ９月２０日から 

令和 ８年 ６月３０日まで 

 

4 変更請負代金差額          減額 ５，３９０，０００円  

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  ４９０，０００円  ） 

 

5 工事の変更内容   別添変更設計書のとおり 

 

6 変更契約保証金   免除 

 

7 その他  原契約第５９条１項の支払限度額、令和８年度「１７２，３７０，０００円」を 

「１６６，９８０，０００円」に同条２項の出来高予定額、令和８年度 

「１００，７６０，０００円」を「９５，３７０，０００円」に改める。 

 

 上記の工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款の各

条項によって公正な請負変更仮契約を締結するものとする。 

 この契約に基づく本契約の締結について、安中市議会の議決(安中市長の専決処分を含む。)が

あったときは、この契約書は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定による契約

書とみなし、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

上記変更契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

   令和 ８年 ５月１９日 

 

 

発 注 者   住 所 群馬県安中市安中二丁目１３番７号 

                安中市 

氏 名 代表者 市長 岩井 均      印 

 

受 注 者   住 所 群馬県安中市中宿一丁目２番３１号 

                株式会社 大手組 

氏 名 代表取締役 大手 一信      印    

添付資料　１




